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池袋駅周辺 再開発の規制緩和地域に進捗届け出を条例化 

豊島区のＪＲ池袋駅の東西にまたがる１４３ヘクタールが、国の「特定都市再生緊急整備地

域」に指定された。都内の指定は都心や臨海部、ＪＲ新宿駅周辺などに続いて５例目となる。

移転予定の造幣局東京支局周辺の木造住宅密集地域を含んでおり、木密地域が指定されるのは

初めてとなる。これにより、民間開発事業者は建築規制緩和や税の優遇措置が適用されるよう

になる。指定地域は国際競争力を強化する地域とし、同区などは大規模再開発を後押しする。 

マイナンバー 職場で配布 

政府は、日本に住む全ての人に割り振る税と社会保障の共通番号（マイナンバー）について、

個人番号カードの交付方式を決めた。企業などの従業員のカードを一括して申請する新方式を

導入し、職場でカードを受け取れるようにする。中小企業も対象で、市町村の窓口に出向く手

間が省ける。企業側の事務負担も軽減される。年末調整の配偶者控除や扶養控除の申告書を税

務署に提出する際に従業員のカード情報を記載する必要があり、記載漏れなどのトラブルを防

げる。 

不動産適正取引推進機構における相談事例紹介（５４） 

【相談者】 賃貸住宅管理を行っている業者 

【内 容】 退去した借主が原状回復費を支払わないので、裁判で支払いを命じてほしい。 

【考え方】 請求額が６０万円以下であれば、簡易裁判所に少額訴訟（民事訴訟法３６８条～

３８１条）の訴えを提起することができる。通常裁判による時間や費用面の負担を軽減し、軽

微な費用（訴額１０万円迄毎に千円の申立手数料および郵送料等）と迅速な審理（１回の期日

で判決／同法３７０条「一期日審理の原則」）を目指した制度で、審理は、法廷ではなく、円

卓に原告と被告が裁判官・裁判所書記官・司法委員を挟んで着席して進められる。 

手続きは、訴状提出（裁判所受理）により開始されるが、訴状は、簡裁に用意されている定

型訴状用紙に必要事項を書き込み、契約書等の書類を添付すれば足りる。期日が指定されると、

被告に「訴状の写・期日呼出状・手続説明書面」等が送付されるので、被告は指定期日までに

「答弁書」を作成して証拠等とともに簡裁に郵送（持参）する。 

答弁書も訴状と同様に定型書式が簡裁に備え付けられている。答弁書の写しが原告に交付さ

れるので、原告も被告の主張を知ることができる。追加の証拠や証人が必要と判断したときは、

事前に裁判所事務官と相談し、審理に併せて準備する。被告が、審理の日までに通常裁判に移

行する申述（申し出）をしたときは通常裁判に移行するが、被告が期日に弁論し、又は、期日

が終了した後の申述はできない。判決に対して適法な異議の申し立てがあったときは、訴訟は

判決前の程度に復して審理及び裁判が行われるが、上級裁判所への控訴はできない。なお、裁

判所は、被告の資力等を考慮して「３年を超えない範囲内での分割払」等の定めをすることが

できる（同法３７５条「判決による支払いの猶予」）。 

 

 

 

 

ＴＲＡ不動産相談室のお知らせ 
お問合せ時間は １３：００～１６：００  

 

●毎週 月・水・金曜日は・・・不動産取引に関する相談（電話）   
※相談応対は経験豊富な相談員が行います。 

●毎週 火・木曜日は・・・不動産に関する法律相談（面談）  
※法律相談は弁護士が行います。予め電話予約の上、ご来所下さい。 

◆今月の 「ＴＲＡ不動産相談室」日程 は下記の通りです。  
 

   
月 火 水 木 金 
 
 

 
 

 
 

１ 
面談 

２ 
電話 

５ 
電話 

６ 
面談 

７ 
電話 

８ 
面談 

９ 
電話 

１２ 
休み 

１３ 
面談 

１４ 
電話 

１５ 
面談 

１６ 
電話 

１９ 
電話 

２０ 
面談 

２１ 
電話 

２２ 
面談 

２３ 
電話 

２６ 
電話 

２７ 
面談 

２８ 
電話 

２９ 
面談 

３０ 
電話 

 
 
所在地：新宿区西新宿７－４－３升本ビル２階（小滝橋通り沿） 

ＴＥＬ：０３（５３３８）０３７０  ＦＡＸ：０３（５３３８）０３７１ 

 

 

 

 

 

 

職安通り 

西
口 

 ＪＲ新宿駅 

小滝橋通り 

          保険代理店募集中！ 

  【代理店登録のメリット】 

① 販売ノルマなし 

         ② 高い代理店手数料 

         ③ パソコン使用による 

簡単な保険契約申込                      

代理店募集についてのお問い合わせ先 

全日ラビー少額短期保険 株式会社 

℡．０３（３２６１）２２０１ 

※土日・祝祭日除く 

平日９：３０〜１７：３０ 

タリーズ■ 

ハルク■ 

青梅街道 

■サンクス 

■Ｄ５出口 

■Ｂ１５出口 

靖国通り 

西
武
新
宿
駅 

新宿駅 

ＴＲＡ 

不動産 

相談室 

升本ビル２階 

新宿通り 

平成２７年度 第６回ＴＲＡフォーラム２１  「マイナンバーの企業実務と最新動向」 

１０月９日（金）開催分は定員に達したため、申込みを締切りました。 


